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 それでは定刻になっておりますので、只今から第５回川西市立学校校区審議会を開催い

すたします。開会にあたりまして、本日、西村委員につきましてはご欠席の連絡をいただ

いておりますので報告させていただきます。末澤委員は後ほどお見えになると思いますの

でよろしくお願いします。はじめに会長よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

前回熱心にご審議いただきました。今日から具体的な話に入ってまいりますので、特に

地域の代表の委員の方々におかれましては、地域の実情について存分にお伝えいただけれ

ばと思っております。活発な議論をよろしくお願い致します。 

 ありがとうございました。それでは本日の議事進行につきまして、これより会長にお願

いいたします。よろしくお願いします。 

 それでは、前回の校区外就学希望制度の検証の答申につきまして事務局より報告お願い

致します。 

 校区外就学希望制度の検証の答申につきまして、前回の審議におきまして決定いただき

ましたので、事務局の方で１月３０日付の答申という手続きをさせていただきましたこと

をご報告させていただきます。 

 議題のもう一つの諮問事項であったものですが、前回川西市の学校規模と今後の学校校

区の在り方というところでの考え方についてご議論いただいたわけでございます。少子化

が進行していく中で、どのくらいの規模が適正かということは校区ごとに異なるものの、

教育の平等性の観点から川西市の将来を見据えた中での統廃合あるいは小中一貫教育な

ど、地域の実情に合ったかたちが望ましい。要は川西方式だということでございました。

本日の協議事項は、多田グリーンハイツ地区および清和台地区の２地域についての具体的

な議論をしようと考えておるところでございます。事務局から資料についての説明をお願

い致します。 

 それでは資料について説明させていただきます。まずは資料１をご覧ください。 

１月１９日文部科学省より、公表された公立小学校・中学校の適正規模、適正配置等に

関する手引きの資料でございます。要点をご説明させていただきます。まず、手引きの位

置づけということですが、４ページ、５ページをご覧ください。４ページですが、①各市

町村が学校統合の適宜やその進め方、小学校小規模を存置する場合する場合の充実策につ

いて検討。②都道府県がこれらの事柄について、域内の市町村に指導・助言・援助をする

際の基本的な方向性や考慮すべき要素、留意点を取りまとめたものであります。学校の規

模等に関しましては、各地域が抱える実情や課題は様々であることから、学校の規模や通

学距離・通学時間、学校の統合や小規模校の充実策、休校した学校の再開に関する様々な

工夫の例示を含め、本手引きの内容を機械的に適用することは適当ではなく、あくまでも

各市町村における主体的な検討の参考資料として利用することが望まれております。 

続きまして、「適正規模・適正配置の観点から」というところでございます。１１ページ

をご覧ください。中段に学校規模の表示を下回る場合の対応の目安ということですが、現

行の学校規模の標準（１２から１８学級）を下回る場合、市町村においては、考え得る対

応について学級数を中心として、大まかな目安として次のように整理されております。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各市町村が学校規模の在り方等について検討するにあたっては、学年単学級の場合の学

級規模、学校全体の児童・生徒数、中長期的な児童・生徒数の予測、児童・生徒の学習状

況、社会性やコミュニケーション能力、違反意識の育成状況などを踏まえて、総合的な判

断を行うことが望まれております。 

その例としまして、小学校の場合につきましては【１から５学級：複式学級が存する規

模】ということで、概ね複式学級が存する学校規模、学校全体の児童数や指導方法等にも

よりますが、一般に教育上の課題が極めて大きい為、学校統合等により適正規模に近づけ

ることの適宜を速やかに検討する必要がある。地理的状況等により登校困難な事情がある

場合は、小規模校のメリットを最大限に活かす方策や、小規模校のデメリットの解消策・

緩和策を積極的に検討・実施する必要があるとなっております。 

次に【６学級：クラス替えが出来ない規模】でございますが、これは概ね複式学級はク

ラス替えが出来ない学校規模、一般に教育上の課題があるのが、学校全体及び各学年の児

童数に大きな幅があり、児童数が少ない場合は特に課題が大きい。このため、児童数の状

況や更なる小規模化の可能性、将来的に複式学級が発生する可能性も勘案し、学校統合等

により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討する必要がある。また、地理的条件

等により統合困難な事情がある場合は、小規模校のメリットを最大限に活かす方策や、小

規模校のデメリットの解消策や緩和策を積極的に検討・実施する必要がある。 

続きまして、【７～８学級：全学年ではクラス替えが出来ない規模】でございますが、こ

れは概ね１つまたは２つの学年以外でのクラス替えが出来ない学校規模であります。学校

全体及び各学年の児童数も勘案し、教育上の課題を整理した上で学校統合の適否も含め、

今後の教育改革の在り方を検討すること必要である。今後の児童数の予測を踏まえ、将来

的に複式学級が発生する可能性が高ければ、６学級の場合に準じて速やかな検討が必要で

あるとなっております。 

次に【９～１１学級：半分以上の学年でクラス替えが出来る規模】でございますが、こ

れは概ね全学年でのクラス替えはできないものの、半分以上の学年でクラス替えができる

学校規模で、学校全体及び各学年の児童数も勘案し、教育上の課題を整理した上で児童数

予測等を加味し、今後の教育活動の在り方を検討することが必要であるとなっております。 

以下中学校の場合も内容につきましては、学級数は異なるものの概ね小学校と同様にな

っております。 

次に１３ページ中段、○印のところでございますが、現時点で１２学級～１８学級の標

準的な規模である学校についても、少なくとも今後１０年以上の児童・生徒数の動向等を

踏まえて、児童・生徒数の減少による教育条件の悪化や教育課題の顕在化が不可避である

ことが明らかな場合には、地域の将来像を全体的に構想する中で時間的な余裕をもって学

校統合の適否に係る検討を始めることが有用であると考えるとなっております。 

次に１５ページの【通学距離による考え方】ですが、国の方では、公立小・中学校の通

学距離につきまして、小学校で概ね４㎞以内、中学校では概ね６㎞以内という基準を公立

小・中学校の施設費の国庫負担対象となる学校統合の条件として定められていることから、

通学条件の通学距離によって捉えることが一般的となっており、この小学校で４㎞以内、

中学校で６㎞以内という基準はおおよその目安として妥当であると考えられます。 

１６ページをご覧ください。次に、【通学時間による考え方】でございます。下段から２



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番目の○印のところですが、ここでは、適切な交通手段が確保できかつ遠距離通学や長時

間通学によるデメリットを一定程度解消できる見通しが立つことを前提として、通学時間

については「概ね１時間以内」を目安とした上で、各市町村において、地域の実情や児童

生徒の実態に応じて１時間以上や１時間以内に設定することの適否も含めた判断を行うこ

とが適当であるとなっております。 

続きまして、学校の統合に関する注意すべき点でございますが、１８ページをご覧くだ

さい。統合に関する基本的な考えといたしまして、学校は児童・生徒の教育のために設置

されている施設であるため、学校統合の適宜の検討にあたっては児童生徒の教育条件の改

善の視点を中心に据えるべきですが、地域住民から見た学校は、地域社会の未来を担う人

材を育てる中核的な場所であるとともに、防災・保育・地域の交流の場など、様々な機能

を有している場合も多く、学校づくりがまちづくりと密接に関わっていること、加えて、

近年の社会の変化に伴い、多様化・複雑化するニーズに学校の教職員や教育行政の力だけ

で対応していくことは困難となっており、学校が目的を達成するためには保護者・地域住

民等の支えが必要であることとなっております。 

さらに近年の教育改革により、学校現場の裁量が拡大する中にあって、保護者・地域住

民等の学校関係者が学校運営に関わっていくことの重要性も一層増してきていること。そ

して、地域とともにある学校づくりが求められていることを踏まえれば、学校規模の適正

化の適否を検討する上では、学校教育の直接の受益者である児童・生徒の保護者や、将来

の受益者である就学前の子どもの保護者の声を重視し、地域住民や地域の学校支援組織と

教育上の課題やまちづくりを含めた将来ビジョンを共有し、十分な理解と協力を得ながら

進めていくことが基本的な考えとなっております。 

次に２６ページをご覧ください。ここでは統合により生じる課題への対応としまして、

１つはスクールバス等の多様な交通手段の導入に伴う課題への対応や、２７ページ、通学

路の安全確保に関する対応、２９ページの地域との関係の希薄化を防ぐ工夫であったり、

地域の拠点機能の継承など、地域との関係といった項目が挙げられております。 

次に３３ページをごご覧ください。こちらは小規模を存続させる場合の教育の充実とい

うことで挙げられております。 

ここでは学校統合を選択しない場合ということで、次のケースが挙げられております。

①として、離島や山間部、豪雪地帯など、近隣の学校間の距離が遠すぎるということ。季

節による交通事情が著しく異なるなど、学校統合に伴いスクールバス等を導入しても安

全・安心な通学ができないと判断される場合となっております。②として、学校統合を行

った後に更なる少子化の進展や地域の産業構造の変化等の実情により、児童・生徒数が減

少するなど、安定的に通学可能な範囲で更なる学校統合を進めることが難しい場合。③と

して、同一市町村内に１つずつしか小・中学校がなく、かつ既に当該小中学校が併置され

ていたり、小中の一貫教育が導入されていたりするなど、当該市町村内で統合による学校

規模の適正化を進めることが不可能な場合。④として、学校を当該地域コミュニティの存

続や発展の中核的な施設と位置づけ、地域を挙げてその充実を図ることを希望する場合と

なっております。さらに⑤として、学校間の距離が比較的近い大都市や市外化区域におい

て、ドーナツ化現象等により学校が小規模化することがあるということから、通学路の安

定確保が難しい、宅地造成や再開発による大規模なマンション建設による大幅な人口変動
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が繰り返されることが見込まれるというような場合も当分の間、他の学校との統合を検討

することが困難な場合も考えられるということがあります。 

３４ページでは、小規模校のメリット最大化策ということがあげられております。少人

数を生かした指導の充実や特色あるカリキュラムの編成。３５ページでは、小規模校のデ

メリット緩和策として、社会性の涵養、多様な考えに触れる機会の確保や３６ページの切

磋琢磨する態度、向上心を高める方策、教職員体制の整備等があげられております。 

以上が文部科学省から公表のあった小中学校の適正規模・適正配置等に関する手引きの

要点でございます。 

次に資料２ですが、緑台・陽明小学校区の図面になっております。資料３は、清和台・

清和台南小学校区の図面となっております。図面の見方ですが資料２の緑台・陽明小学校

区ですが、黄色の部分が両学校区の範囲となっております。図面右下に判例がございまし

て、ピンク線が陽明小学校と緑台小学校区の境界としています。黒色の線が中小学校区の

境界線となっています。さらに６色の棒線で通学経路を示させていただいております。こ

れは陽明小学校区と緑台小学校区が統合した場合に、それぞれ通学路としてどれくらい距

離があるのかというものを計算したものです。緑台小学校を起点とした場合、長い通学距

離となるケースは２,０４９ｍと２,０４８ｍ、陽明小学校を起点とした場合には２,１２２

ｍと２,２７９ｍになっています。 

次に資料３の方にまいりますけれども、水色で表示しているところが清和台小学校区と

清和台南小学校区の全体の範囲でございます。それぞれの学校区の境界については、判例

のとおりピンクで囲んであります。中学校区の範囲は黒枠で囲ってあるところでございま

して、この清和台につきましては、中学校区につきましては、けやき坂小学校区も含んで

清和台中学校区となっております。先程の緑台・陽明小学校同様、それぞれの小学校を起

点に通学距離が長くなると思われるところ計算しております。清和台南小学校では２,５８

７ｍと２,７８４ｍ、清和台小では２,４４３ｍとなっております。 

続きまして、資料の４をご覧ください。それぞれの小学校の校区と中学校、属するコミ

ュニティを示しております。緑台小学校と陽明小学校では同一の中学校とコミュニティと

なっており、同様に清和台小学校と清和台南小学校におきましても同一の中学校とコミュ

ニティとなっております。以上が資料１から４の説明となっております。 

 ありがとうございます。まず私の方から確認をさせていただきたいのですけれども、資

料１ですね。「案」となっていまして、日付が入っていない、要するに中教審でまだ議論の

途上にあるということで、最終答申ではないということですね。 

兵庫県に確認させていただきましたところ、本省より正式な通知がまだ届いていないと

いうことですが、大きくはこの案から変わることがないと考えております。 

ありがとうございます。それともう１つ念のためにお尋ねしますが、資料３において、

清和台南小学校区に飛び地があり、その地域から小学校までの距離と言うのが、線が伸び

ていないように見えますが、その点は大丈夫でしょうか。 

清和台南小学校区、資料３の図面の左下側の水色の区域ですが、この地域につきまして

山間部で住宅がございません。現在時点では通学路の対象にならないということでご了解

いただきたいと思います。 

了解しました。まず、多田グリーンハイツの方から議論に入っていきたいと思います。
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議論を進めていくといっても無制限にいつまでもやるということではございませんで、夏

ごろまでには一定の何らかの結論を出すということを想定しております。大体、いつごろ、

どの学校にというところも含めてですね、議論を進めたいと考えています。 

私、多田グリーンハイツに住まいを持ち、グリーンハイツ緑台・陽明地区コミュニティ

推進協議会に属しております。まず１つ皆さんにご理解いただきたいのは、資料２の地図

上ではあくまで平面的に見えますけども、この地区は台地にありまして、緑台高校という

ところが標高１３７ｍくらいありまして、あるいは清流台からも坂を上がってくる、ある

いは多田中学校辺りからも上がってくるということで、この校区は高低差があるというこ

とが一つございます。 

それから、適正規模の適正配置という観点から考えまして、これまでの児童数の変遷等

を鑑みて、一つになることはやむを得ないという意見もありますが、これを論じることは

ただ校区を一つにしてしまうという意味ではなくて、前回も申し上げましたけども、行政

の方で跡地はこう活用するという、そういう総合的なものを示していただかないと議論が

進まないんじゃないかなと。こういった思いも持ちますし、地域の理解が得られないじゃ

ないか、こういう２点をちょっと皆さんに知っておいていただきたいと思います。 

ありがとうございます。前回の時に仮に統合が進んだら、経済的にどのくらいの効果が

あるのかというお尋ねがあったかと記憶しますが、事務局の方ではまだそれには時間がか

かりそうですか。 

まだ試算について至っておりませんので少々お時間いただきたいと思います。 

基本的な市の考え方を聞いてみたいんですけども。統廃合ということで、陽明小学校か

緑台小学校にどちらかにというふうに受け止めているんですけども、新たな場所に学校を

建てて今ある土地を処分していくという考え方というのは無いんですか。これは清和台地

区も同じことが言えるんですよね。 

統合した場合の候補地でございますが、１つは緑台小学校、陽明小学校いずれも耐震化

対策を行っておりますし、また大規模改修も行っております。また、このエリア内に候補

地があるのかというとなかなか難しいかなと。次の資料で出てきますが、今の学校につき

ましても統合した場合に教室数とかが確保できているという条件がございますので、現時

点ではどちらかの学校に移る形での統合を考えております。 

委員の方で具体的に候補地があればお願いしたいのですが。 

私どもも随分前から保育園の問題を提案してまいりましたが、やはり返ってくる回答は

「用地がない」と。保育園さえないので学校規模の用地となれば非常に難しいんじゃない

かと考えています。 

新たな候補地がないということは、清和台・清和台南小学校区についても同じという理

解でよろしいか。 

同じでございます。 

先日、ＰＴＡ連合会の常任理事会で統廃合の件を提出させていただいたんですけど、保

護者からは特に陽明・緑台の統廃合に関しては意見が出てきておりませんでした。教育委

員会としての将来的なプランの提示、中学校はどうするのかというのが先に必要なんじゃ

ないかなと感じています。そこまでの段階を踏んだ考えがあるのかないのかというところ

でいろんな判断ができるということです。 
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児童数やクラス数の変動が気になるところではありますが、どちらかに統合していくと

いうことであれば、通学的にはどちらの学校になったとしても問題ないということが数字

上は出ています。中学校区がこのままで、緑台中学校がこのまま残るという形であれば、

教育学的な考え方から言うと、最近統廃合が進んでいった時にはどうしても小中連携とい

うことがセットになってきますので、そうすると緑台中学校と陽明小学校は非常に距離が

近いということで、陽明小学校の方が将来的な計画の中ではアドバンテージがあるのかな

と思ったりもしていますけども。 

仮に統合された場合の児童数やクラス数の変動とかいうのは後の資料で少し出てくると

ころがございますので、またそこで事務局から説明があると思います。 

実際に緑台・陽明小学校の高低差が相当ありましてね、１年生がこんなところまで行け

ますか。なるたけ統合せずに、そのままいけるだけいったほうが良いんじゃないかという

気がするんでね。大変ですよ、小学校行くのに親がわざわざ送っていかなあかんとか。こ

の多田大橋あたりから陽明小学校まで行くいうたら足腰強くなって良いですけどね。実際

には危ないし、車も相当飛ばして行きますからね。学校を残して小さい規模のメリットを

活かしたらどうかなという、統合するのやめたらと私は思いますね。 

委員のおっしゃることは分かるんですが、例えば私の住んでいる所に最寄りの小学校・

中学校いずれも自宅から２㎞離れたところにありまして、甲山に私の自宅がありまして、

甲山から降りていくんですね。で、帰りはまた登って２㎞。もうかなりの急高配で、急い

で歩いて３０分以上ですね、小学校１年から中学校３年まで。うちの子の場合はあまり支

障なくやってましたし、周りで支障があったというケースも聞かないですが。文科省のガ

イドラインにある４㎞となると相当問題があるかと思いますが、２㎞前後であれば大きな

問題はないかなと思っておるんですが。 

この辺は車で通ったりしますが、荷物を持っては歩けませんね。清和台の方はまだまし

ですけども、グリーンハイツの方は大変ですね。 

今の委員の発言で非常に力強い味方ができたなという感じがしますが、やはり低学年と

いうものにスポットをあててみますと、ランドセル背負って多田大橋どころじゃなくて、

天狗岩公園というのがあるんですが、この辺りも坂で負担が大きいと。最初に説明してい

ただいた適正配置に関する手引きの中にもあるんですけども、距離によって児童が受ける

ストレスというところがあったと思うんですが、これは小学校５年生と中学２年生を対象

にしてストレスの調査をしていると。では１、２、３年生程度になるとどうなるかという

疑問を私は持っています。 

この多田大橋とかこの辺だったら多田小学校の方に行くのが現実的で、こんな遠い所へ

命がけで行くもんかという、それだったらもっと統廃合の位置とかね、この審議会ででき

るのか知りませんけど、区割りも考えてもうちょっと柔軟に考えたらどうですかね。 

委員が言われたようにね、この緑台・陽明小学校、現在の小学校区だけで見ているから

こういう議論になるわけで、極端に言ったら、多田院の西、緑台３丁目なんかは多田小学

校の方がずっと近いわけですね。校区を見直すということは実はそういうことであって、

今の校区の中でどうするという議論でなく、柔軟に検討していくのが１つの課題になって

くると私は思いますけどね。ちなみに、市内で今ある小学校の中で一番遠い所、黒川は別

として、一番遠い所って何分くらい歩くんでしょうか。 
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小学校で言いますと、距離的には一の鳥居から東谷小学校というところが、距離的には

長いのではないかというところですが、それでも４㎞以内にはなっております。それと、

中学校では日生中央の最北から東谷の中学校のところが１番遠いところになっていると思

われます。 

事務局にお聞きしたいのは、陽明小学校区と緑台小学校区だけじゃなくて、この小学校

区を含めて他の小学校区との再編というか、区域の見直しというか、そういうことも含め

て何か検討されるということなのか、そのあたりの見通しを少し示していただきたいなと。

お願いします。 

１つは統廃合ということも選択肢でしょうし、１つはご指摘いただきました校区の見直

しということも含めてこの緑台小学校と陽明小学校、清和台小学校と清和台南小学校をど

うしていくのかということをご議論いただけたらと思います。 

もちろんそうなんですけども、この審議会は通学の安全性を非常に重要な指標として考

えているわけで、委員から危ないんじゃないかとご指摘が出た以上ですね、より安全な選

択肢があれば検討した方が良いし、それは難しいんだということであればそれの根拠、判

断を示されたらいいのかなと思うんですが。 

今、ご意見いただきましたように、通学の安全性を考慮したうえで校区、それはこの限

られた緑台・陽明だけではなく、多田小校区も考慮し協議いただければと思います。ただ、

協議の中で重視していただいている３つの原則、１つは通学路の安全性、距離も含めてで

すけど、もう１つは地域コミュニティの関係も大きいと思っています。単に距離だけで決

めるものではなく、地域に密着した子どもたちの活動、保護者の活動もありますので、そ

の辺りも含めてご議論いただくのはどうかなというふうに考えます。 

もう少しご意見を伺ってから議論したいと思います。 

私も緑台１丁目に実家があって、この地域ができたころから住んでいます。当時は緑台

小学校はなかったので、多田小学校の方に行ってたんですね。児童数が増えてきたという

ことで緑台小学校ができて、さらに奥が増えてきたということで陽明小学校ができた経緯

があります。多田小校区の辺りも含めて考える余地はあると思うんですけど、コミュニテ

ィとして考えるとこのグリーンハイツという１つの大きな括りがあるので難しいと思いま

す。 

私は以前、陽明小学校に勤めておりました。まず先程出ましたが、高低差は清流台から

上がってくる坂は冬場でしたら凍っていますので、あそこはすごく危ないなというのはあ

ります。１年生が実際に清流台の方から緑台小学校へ、あるいは多田の方から陽明小学校

へ行くのに通学時間がどれくらいかかるのかと。距離は分かりましたが、通学時間が先ほ

どの文科省の資料であった１時間以内に収まるのかどうか。夏場と冬場でも違いますし、

天候によっても違ってくるのかなと思います。それから２点目に、名神高速がこの近くに

できるというふうなことで、グリーンハイツのこの道は結構車の通行量が増えて来ている

んじゃないかと、また路上駐車も結構ありまして、そのあたりのところで子どもの安全面

はどうかなということは心配になります。 

それから、陽明小学校から緑台小学校にというお話があったんですけども、どちらにな

ったとしても納得のいく理由といいますかね、なぜこちらになったのかという理由がない

と先には進めないんじゃないかなというふうに思っております。 
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ありがとうございます。恐らくそれが先ほどから出していただいている総合的なプラン

というかですね、単に子どもの数が減るから統廃合というんじゃなくて、もうちょっとな

んか夢のあるヴィジョンを示すということにつながるのかなと思います。 

私も何か新しい動きというんですかね、緑台地区にはこういう学校ができたんやという

ところで、逆に人が集まってくるような気がします。そういった長期的なヴィジョンがあ

ればいいなと感じております。 

ありがとうございます。ひとまず緑台・陽明小学校についてご議論いただいたわけです

が、やはり先ほどからご議論をうかがっていて気になりましたのは、２つの小学校を１つ

に統合するという事が仮に行われたとした場合に、もう１つの小学校、使わなくなった方

の小学校の跡地の利用の方法についてですね。これも合せてお示しいただいて、要するに

総合的なヴィジョンとして検討したいというご要望が非常に強いように感じるわけであり

ます。あるいは中学校との連携の在り方ですね。カリキュラムの問題などは具体的にもっ

と話が煮詰まってからだと思いますが、そのあたりの資料と言いますか、どうでしょう、

議論といいますか、この審議会の範囲を超えてしまうのでしょうか。ちょっとそのあたり

事務局の見解をお聞かせいただきたいと思います。 

ご指摘いただきましたそういった全国的に統廃合が進む中で、公的な施設を有効活用し

ていこうというような方向性は今出ているところであります。川西市もそのような課題整

理が求められているところだと感じております。統合後の跡地の活用につきましては、市

長部局と連携しながら、もっと大きくまちづくりの観点も含めて今後検討していくという

ところで、現時点でお示しさせていただく具体案というのは持ち合わせていないところで

す。 

それについては別途、別の部局で検討されているということですね。 

例えば１つ小学校地が空いた場合は、市内の小学校が集まって運動会をするとか、横断

的に活用すればどうかと思います。一旦売ってしまうと再取得できないですから。残した

まま有効に使うというアイディアがいるんじゃないかなと思いますよね。 

ありがとうございます。それでは時間も少し押しておりますので、清和台・清和台南小

学校区の方につきまして、ご意見を伺いたいと思います。 

緑台地区と比較すると、こちらの方が校区的には広いのかなというようなことは感じて

おります。当然、前回ご披露いただいた子どもの今後の推計を見て、本当にこれだけの数

字になっていって、果たして統廃合の意義があるのかなということ、ちょっと緑台地区と

は違うかなという考えを持っております。 

私のように市外にいる者は地図で判断しますが、こちらの方が随分縮尺の度合いがきつ

いですね。実際の距離が随分長いということですね。 

石道の辺りからの通学を考えた時に、ここすごく寂しい場所も結構ありますので、子ど

もの安全というところが心配なところがあるなと。下校にしても登校にしても早い時刻か

遅い時刻になりますので、安全面はどうかなという心配をまず持ちました。それから、こ

の清和台小学校と清和台南小学校についても、どちらを活用するにしても地域の方に本当

に納得していただけるような明確な理由を持っておかないと進まないだろうなというふう

に思います。また、その中に何か魅力のある部分ができますよということが明確に出せる

と協力していただけるというようなところが増えていくんじゃないかと思います。 



委員 
 
 
 
会長 
 
委員 
 
会長 
委員 
事務局 
委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
 
委員 
 
 
 
委員 
 
 
 
 
会長 
 
事務局 
委員 
 
委員 
委員 
 

清和台小の１番遠い子どもたちがどのくらいの人数いるのかということ、清和台以外の

昔からの旧地区というところから、人通りが少ないところを通って来る子どもたちも数人

ではあるけれどいらっしゃるということを考えると、どちらかにというのも難しい。だか

らこのままっていうのもいけないのかなと思うんです。 

統合という問題、統合するとしたらですけども、どの観点から考えるかによって出てく

る結論も随分違ってくると思うんですね。 

通学距離が長くなるなら残したらどうかって思っているから、急がんでええんじゃない

かなと。 

それも一つのご意見であると思います。ありがとうございます。 

隣接するけやき坂小学校は全く人口減少の影響を受けてないんでしょうか。 

減少傾向ではなく、増加しています。 

将来的にはどうでしょうか。先程の緑台・陽明小学校と違って、中学校区の単位で見た

時に、けやき坂小学校が残った状態になっていたわけですけども、先程の緑台・陽明小学

校の真ん中らあたりに用地があったらいいという話をしていた時に、こちらは清和台中学

校がちょうど良い場所にあると思ったんですね。それでさっきも小中一貫の話をしたんで

すけど、けっこう統廃合で新設する場合に施設一体型の小中一貫校を作るケースも割とあ

るんですけども、そうなってくると、立地で言うと清和台中学校は施設一体型で２つの小

学校と一緒にするっていうのは場所的には非常に良いかなと思ったんですが、そうなった

時にけやき坂小学校だけが独立してしまう形になるので、その問題もあって人口のことを

お尋ねしました。ここは高低差はあんまり気にならないような関係なんですかね。 

地形的には、けやき坂は独立しているというような感じですね。中学校に通学する方も

１回下ってから上っていかないといけないというようなことで、けやき坂地区にも「中学

校を開校してほしい」という要望があるみたいですけど。 

今回の統廃合の問題、けやき坂小学校区のことも考慮しないといけないと思うんですけ

ども、けやき坂がもっと増えていくのであればここにけやき坂小学校の施設を使った小中

一貫校を作って独立した中学校区にするという考え方もあって、清和台と清和台南を清和

台中学校で一緒にするっていうのも選択肢としてはあるかなと思ったんですけども。 

私も良く車で走ったりするんですけども、やはり石道のあたりから仮に清和台南になれ

ばかなりの距離があるように思います。それと、通学路の安全対策というのを真剣に考え

ていかないといけません。特にここもそういう観点から自治会さんが非常に力を入れて、

防犯カメラも１３台つけているというような現状を見ますと、住民の見守りの出来る範囲

を超えたような地区になっているんじゃないかなぁと思ったりもします。 

阪急バスの清和台営業所というのがございますね。その上に温泉がありますが、それよ

り上の方というのはあまり人が住んでおられないんでしょうか。 

昔の村落ではありますが、少しずつ新しい家も建ってきております。 

２８年度末に新名神が出来ますと、このあたりの道路が良くなるということで、まだま

だ清和台地区は住宅が増えるんじゃないかというふうには思っております。 

可能性は高いですね。高速道路を使って京都の方とか、あるいは西宮の方とか行きやす

くなりますから、この地域が開ける可能性が非常に高いと思います。５年１０年の話をす

ればですけどね。 
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能勢口に出ることに関しては、緑台地区に比べて清和台というのは非常に便利なところ

で、緑台地区は１回バスで駅まで出て、それから電車でということをよく指摘されるんで

すよ。清和台からはバス１本で行けますので、まだまだ発展すると。 

 統廃合を検討する要因というのが、少子化で子どもの人数が減ってくるということで、

適正規模とか適正配置と言う説明があって、現状をみていくといろんな課題がでてきてて、

ただ単に統廃合したらいいんかといったらそうじゃないだろと思うんです。グリーンハイ

ツでは、統廃合してどんなまちをつくるんやというのが見えてこない、ただ単に学校統廃

合して良いのかと。そうじゃないと思うんですよ。統廃合したら、中学校があって緑台高

校があって、大学まで誘致して学園都市みたいな形にするとか。あるいは、清和台にして

は石道のところにインターチェンジができるわけで、まちが当然できてくるんですよね。

そうなった時に統廃合だけの議論をすべきなのか、市としての、この地区はどういうまち

づくりをするのかというのも一緒に考えていかなければ。そういうところも一緒にヴィジ

ョンを出してくれれば反対にもっと議論しやすいので。 

私もおっしゃるとおりと感じています。まちのヴィジョンと教育を掛け合わせていかな

いとと思いますし、先ほど委員からもありましたが、理想なのは清和台中学校のところに

小中一貫校が出来て、併設されている養護学校の設備は充実されていくという流れでしょ

うしね。じゃあ規模の問題がありますけど、けやき坂小学校、それから清和台中学校の校

区全体のことも考えていかないとあかんと思います。けやき坂小学校の横には中学校予定

地があるわけで、今は宙ぶらりんな状態になってますけど、そこにけやき坂小学校を小中

一貫校にしてあげればということが、保護者のニーズもあるもんですから、そういったと

ころまで踏み込んだ形の判断っていうのが必要になってくるじゃないかなって。 

この清和台の場合、市街化調整区域がありますが、名神高速ができるときには市によっ

ては市街化区域にしていこうという動きもあるようですから。その点についても確認が必

要だと思います。 

高低差とか実際に体験するような、現地を見ていただくという機会もあればありがたい

なと思っております。県立であるけれど高校まで含んだ教育体系というものをまちとして

考えていかなくちゃいけないし、それはやはり行政としても考えて下さいというようなこ

とを申し上げたと思うんですが。今日説明していただきました文科省が示している案の中

でも第３章に関して注意すべき点ということで、地域住民との関係というのが随分出てき

ます。そういう中でただ単に、先ほどから出ていますように、１＋１を１に終わるではな

くて、１＋１をもっともっと数字が大きくなるように考えていただければと。みんなで考

えていただければありがたいなと。 

この文科省のガイドラインというのは、あくまでガイドラインであって、省令や通達で

はございませんので、こうしなきゃいけないというものではなくて、おそらく地域の実情

に合わせて柔軟に適用しなさいという趣旨だというのはおそらく委員各位良く分かってい

ると思います。 

今日検討致しました２つのケースでもかなり違いがあって、緑台・陽明の場合はこれが

そのまま中学校区でもあるということから、先ほど副会長からもお話しありましたように、

仮に統合するとすれば緑台中学と陽明小学校で、施設一体型でないような小中連携という

のが可能ではないのかというご提案もございました。清和台・清和台南小学校区におきま
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しては、仮に統合が為されるとしても、けやき坂小学校区も中学校区の中に含まれている

わけですから、市立清和台中学校で施設一体型のものが出来るとしましたら、けやき坂小

学校区に配慮がいるのではないかということでございました。また、地形などを考えたら

安全性の面から問題があって、あるいはその高速道路のインターもできるということで、

あまり急いで結論を出さなくて良いのではないかという強いご意見もございます。あるい

はもっと総合的なヴィジョンを示していただきたいというご要望もございました。 

私の方から事務局にお尋ねするのですが、学校を２つのものを１つにするのかどうかと

いうことだけでなくて、その空いた土地をどう使うかとかですね、そのあたりのヴィジョ

ンを含めて議論するということが、先程のご説明だと他の部署でなされているということ

ですが、この議論をする際にですね、その部署の方がオブザーバーで来ていただいて必要

な説明を加えていただくということはできないでしょうか。ちょっとそれがないと議論が

進みにくいような感じになっておると思うんですが。お願いします。 

今、お話しいただきました件につきましては、市としても具体的な案については全くな

い状態です。ただ耐震化工事をした校舎でございますので、すぐにそれを売却して云々と

いうのは適切ではないだろうと。先ほどもご意見ありましたように、地域になにか有効な、

地域のニーズにも応えるようなふうに活用できたらと言う件は市長部局とも話をしている

ところで、基本的には有効活用するということについての認識はあります。高齢者向けの

ものにするのか、子育て向けのものにするのか、健康増進的なものにするのかとか、いろ

んな観点から意見が出てくると思っています。具体案がない今の段階で参加していただく

というのは難しいかなというふうに事務局では考えております。 

わかりました。それでは差し当たりですね、他にも事務局の方で用意していただいた資

料ございますので、そちらについてご説明お願いします。 

それでは資料の説明をさせていただきます。資料５をご覧ください。これは多田グリー

ンハイツ及び清和台地区の成り立ちを時系列にお示しした資料になっております。まず多

田グリーンハイツの成り立ちというところで、参考資料と致しまして、緑台・陽明地区コ

ミュニティ推進協議会多田グリーンハイツ自治会発行の多田グリーンハイツの歴史とその

他によるものです。多田グリーンハイツにつきましては、昭和４０年に宅地が開発されま

して、昭和４２年に入居開始、４３年、４４年に第２期、３２期の分譲が為されておりま

す。昭和４５年には向陽台に住居が開始されました。４６年に緑台小学校が開校いたしま

して、当時児童数５３３名でございました。その時の多田小学校が６７１名、多田中学校

が２５７名。多田グリーンハイツの人口は４，６３４人となっております。その後４７年

には水明台に入居開始、４９年に陽明小学校が開校されて、児童数が４２６名。緑台小学

校が１,１５１名でございました。同じく４９年に松風幼稚園が開園しております。続きま

して、昭和５４年に緑台中学校が開校になりまして、生徒数が６６２名となっております。

その他緑台小学校が当時１，０６０名、陽明小学校が１,２１８名、多田中学校が７９５名

となってございます。昭和５９年には緑台７丁目が誕生いたしまして、開発・分譲がほぼ

終了しております。人口のピークは昭和６３年でございまして、緑台小学校４８８名、陽

明小学校６６８名、多田中学校で１,０９１名、緑台中学校１，０６１名です。平成になり

まして、平成１９年が入居開始から４０年たちまして、高齢化率が３８％。小学校・中学

校につきましては緑台小学校が４２２名、陽明小が３２２名、多田中学校が４６２名、緑



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

台中が２６１名となっております。平成２６年でございますが、高齢化率が３９．９％、

緑台小が３３４名、陽明小学校が３０３名、緑台中学校が３６２名、地区の人口推移とし

ましては１４,８７１名となっております。 

続きまして、裏面になりますが、清和台地区の成り立ちということでございまして、昭

和４２年に名称が一般公募で清和台と決まりまして、４３年より宅地造成が始まっており

ます。昭和４５年に宅地が売りに出されまして、清和台小学校が開校しております。当時

児童数５８名。同じく清和台幼稚園も開園。阪急バスも運行を開始。昭和４６年には清和

台自治会が結成されております。昭和５０年に清和台中学校開校。当時生徒数２８４名。

清和台小学校が１,０５０名。昭和５２年には清和台南小学校が開校しまして、児童数が６

１４名。清和台小学校７４９名。清和台中学校４１７名。翌５３年には、川西養護学校が

開校しておりまして、小学部１６名、中学部６名でございます。平成になりまして、川西

猪名川線のバイパスが全線開通しまして、当時の人口が１３,５６９名でございます。平成

１２年に清和台コミュニティ結成されました。平成１９年当時の高齢化率は２０．９％。

平成２２年には自治会の節目ということで４０周年を迎えられています。当時清和台小学

校が４２０名。清和台南小学校は５６３名。清和台中学が５７８名。平成２６年度につき

ましては、高齢化率３０．２％。清和台小学校３４１名。清和台南小学校４５７名。清和

台中学校６８９名。地区人口推移で１３,６８９人となっております。これは地縁法人川西

清和台委員会発行の清和台自治会あゆみほかより引用させていただいております。 

続いて資料６でございます。これは各２地区の２小学校統合となった場合の児童数、学

級数の推移をお示ししたものでございます。裏面には表になっておりまして、以前提示さ

せてもらった小学生の表を統合した形にさせていただいております。グラフを見ていただ

きますと、棒グラフのところが統合した場合の人数になってございます。折れ線グラフの

□の印が全体の学級数となっております。△の折れ線グラフにつきましては、１年生の学

級数を示しております。それを各年度の平成２６年度の原点から、平成３２年の推移とな

っております。 

続きまして、資料５、７でございますが。これは現在の学校施設の概要を示したものに

なっております。それぞれの学校につきましての建築年、構造、延べ床面積、学校敷地面

積及び教室として使用可能な教室数を示しております。緑台小学校におきましては、昭和

４６年に建築されておりまして、構造は鉄骨鉄筋コンクリート造の４階建てとなっており

ます。延べ床面積６,６５３㎡、学校敷地面積が１７,０９８㎡となっております。教室と

して使用可能な教室数は２２．５と。陽明小学校につきましては、昭和４９年に建築され

ておりまして、構造的には鉄骨鉄筋コンクリート造の４階建て。延べ床面積として５,８０

１㎡。学校敷地面積として１９,８００㎡。教室として使用可能な教室は２１となっており

ます。続いて清和台小学校でございますが、建築年が昭和４６年。構造は鉄骨鉄筋コンク

リート造の４階建て。延べ床面積４,７０７㎡。学校敷地面積が２０,９００㎡となってお

ります。教室として使用可能な教室は２１でございます。続いて清和台南小学校ですが、

昭和５２年に建築されておりまして、構造は鉄筋コンクリート造の３階建てとなっており

ます。延べ床面積が５，０６６㎡。学校敷地面積が２０，３８５㎡。教室として使用可能

な２０となっております。ここで下に※としまして、現在設置している教室として使用可

能な教室につきましては、今現在各種用途で使用している教室がございますが、その中で
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も学級として使用可能なものを追及して出した教室数でございます。次のページ、Ａ３版

の分になりますが、これは各学校の配置図、上から見た平面図をお示しさせていただいて

おります。学校の敷地と学校のイメージを上から見ていただいた形ということでお示しさ

せていただいております。９ページが緑台小学校と陽明小学校、裏面３ページが清和台小

学校と清和台南小学校の配置となっております。資料の説明は以上でございます。 

 いろいろなまちづくりの条件と、子どもたちの将来性を考えた時に、それから将来の展

望を考えながら論議していただくといったことを前提にお願いできたらなと思っておりま

す。それぞれの地域のまちづくりについては、市全体で考えていこうという論議も並行し

て行っていただいていますので、是非いろんな観点で、まちづくりの視点も含めてですけ

れども、協議をしていただいて、そして１点の方向性をお示ししていただければありがた

いなと思っておりますのでよろしくお願いします。 

ありがとうございます。本来でありましたら新しくお示しいただいた資料に基づいて更

に議論をせねばならないのですが、もう時間がかなり押しておりましてですね、特にご意

見がございませんようでしたら今日の議論の確認といいますか、要するに本審議会はです

ね、３つの原則というのがございまして、教育の平等性を確保すること。それから、通学

上の安全と利便性を保持する。それから校区と地域の関係性に配慮すると。この３つが本

審議会の大原則でございます。本日は通学上の安全と利便性の保持という観点から問題の

あるのではないかというご意見が提議されました。教育の平等性の確保という観点から少

し疑問を定義されるようなご意見もあったかと思います。次回も引き続きこの件につきま

して議論していくということでお願いいたします。 

次回の日程ですが、３月１７日の火曜日という案と、３月１８日の水曜日という案と２

つございます。いずれも１７時からこの場所でということで、短絡的な方法で申し訳あり

ませんが、多数決で決めたいと思いますので挙手でお願いしたいと思います。それでは３

月１７日火曜日１７時から庁議室でということで次の日程とさせていただきたいと思いま

す。本日は長時間審議にご参加いただきどうもありがとうございました。本日はこれをも

ちまして閉会とさせていただきます。 

 


